
女性委員参画促進のための課題と今後の取り組みについて(令和 5年度) 

 

現 状 

政策、方針決定過程への女性の参画拡大を図るため、「第４次男女共同参画推進計画」において、

「審議会等における女性委員の割合」の目標値を 50％としていますが、女性委員の参画率（行政委

員会と附属機関等の合計）の令和４年度実績は 40.1％（図 1）となっています。 

また、女性委員の参画率を割合ごとの審議会の構成比率でみると、40％以上 60％以下の割合は、4

年前の平成 30 年度末 40.0％から、令和 4 年度末には 56.5％まで向上し、30％未満の割合は減少傾

向にあり（図 2）、各審議会等の女性参画率は向上しています。 

一方、30％未満の審議会等が 13あり、部門による偏りや、職務団体からの推薦や職務指定等を理

由に特定の審議会等に固定化している現状にあります。 
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図１．女性委員の参画率（総計）推移
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図２．女性委員参画率別 審議会の構成割合
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これまでの取り組み 

・全庁的な取り組みに向け、女性委員の参画率向上の要綱や託児制度等を毎年度周知。 

・「女性委員推薦依頼文」の例示や、審議会への女性登用に関する啓発資料をデスクネッツ内に掲示。 

・男女ともに委員総数の４割以上を達成できない場合は、委嘱決裁時に今後の改善策を記入いただ

き、男女共同参画センターから改善策に対するコメントを記載。 

・所属からの希望があれば男女共同参画センターも、推薦依頼団体に同行し依頼を行う。 

・女性委員の参画率４割未満が続く審議会等には、次期委嘱の２～３か月前に男女共同参画センタ

ーから、前回改善策の徹底について依頼を行う。 

・予算編成時期に、委員構成の見直しや条例等の改正も含めた検討について通知を行っている。 

 

 

課 題 

・女性委員比率が改善できない審議会等が固定化している。 

・委員定数が少なく（例えば３人しか委員がいない）、男女とも 40％以上を満たすことができない審

議会等がある。 

・委員が団体推薦や職務指定等となっており、委嘱する際に市特別職、市管理職、市議会議員、関係

機関・事業所の代表、まちづくり協議会役員等、役員や職業に女性が少ないことから、女性の参画

率が上がらないなどの社会構造の問題が背景にある。 

・次期委嘱の際に、各所属が示した改善策が引き継がれず、関係団体等の構成の検討を行わず推薦依

頼が行われている。 

 

 

今後の取り組み 

・全庁でこれまでの取組を引き続き実施する。特に、委員の改選もしくは補充を行う際には、関係

団体等の委員構成の検討し、目標達成に向けた委員選考を強化する。 

・女性委員の参画率が４割未満の状況が続く審議会等については、委員委嘱や団体への依頼等のス

ケジュールを考え、早期から委員構成の見直しや男女共同参画枠の検討を行えるよう、担当課と調

整を行う。 

・希望があれば推薦依頼団体へ男女共同参画センターからも同行し依頼を行う。 

 ・特に３割未満の状況が続く審議会等については、女性委員の参画拡大のための委員構成の見直

しや推薦依頼を徹底する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

○草津市女性委員の審議会等への参画の促進に関する要綱 

平成９年１２月１５日 

告示第１９６号 

改正 平成１３年６月１５日告示第９９号 

平成１６年６月２１日告示第１３０号 

平成２０年２月１日告示第１５号 

平成２３年４月１日告示第９１号 

平成３０年３月１日告示第３４号 

（目的） 

第１条 この要綱は、草津市男女共同参画推進条例（平成２０年草津市条例第２９号）の趣旨を踏

まえ、市の政策、方針決定の場への女性の参画を促進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「審議会等」とは、次に掲げるものをいう。 

(1) 行政委員会 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第１項に定める委員

会または委員をいう。 

(2) 附属機関 地方自治法第１３８条の４第３項に定める附属機関をいう。 

(3) その他の機関 規則、要綱等に基づき設置される機関をいう。 

（目標） 

第３条 市は、審議会等の委員に占める女性委員の比率が５０パーセントとなるよう、女性委員の

参画の促進を図るものとする。 

（参画の推進方策） 

第４条 各所管課の長（以下「課長等」という。）は、次に掲げる方策等により、審議会等に女性

が積極的に参画できるよう努めるものとする。 

(1) 女性委員の選出を容易にするため、委員の選出基準を見直し、女性枠の設置、選出区分あ

るいは定員増について検討する。 

(2) 改選に際しては、女性の参画が図れるよう、そのつど検証を行い、他の審議会等との兼職

を避ける等の検討を行う。 

(3) 学識経験を有する委員については、可能な限り女性の参画を図る。 

(4) 団体等に推薦を求める場合には、団体の長等、代表者の役職に限定せず、女性の推薦につ

いて協力を要請する。 

(5) 市職員が委員となっている場合には、可能な限り女性職員の参画を図る。 

(6) 市民の意見を広く求める趣旨から、審議会等の構成委員の一部を公募することも検討す

る。 

参 考 



(7) 選挙等による選任の場合においては、女性の立候補が可能であること、および女性の市の

政策、方針決定の場への参画の重要性について、あらゆる機会を通じて啓発を行う。 

（事前協議） 

第５条 課長等は、審議会等の委員の委嘱等に当たって第３条に定める目標の達成が困難な場合

は、男女共同参画推進担当課（以下「担当課」という。）と事前協議を行い、調整するものとす

る。 

（情報の収集および提供） 

第６条 担当課は、女性の参画を促進するため、女性の人材に関する情報の収集および提供に努め

るものとする。 

２ 課長等は、女性の人材の把握に積極的に努めるとともに、担当課の行う情報収集に協力するも

のとする。 

（参画状況等の報告） 

第７条 課長等は、毎年３月３１日現在で所管する審議会等の委員の参画状況等を男女共同参画推

進本部長に報告するものとする。 

付 則 

この要綱は、平成９年１２月１５日から施行する。 

付 則（平成１３年６月１５日告示第９９号） 

この要綱は、平成１３年６月１５日から施行する。 

付 則（平成１６年６月２１日告示第１３０号） 

この要綱は、平成１６年６月２１日から施行する。 

付 則（平成２０年２月１日告示第１５号） 

この要綱は、平成２０年２月１日から施行する。 

付 則（平成２３年４月１日告示第９１号） 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

付 則（平成３０年３月１日告示第３４号） 

この要綱は、平成３０年３月１日から施行する。 

 

 


